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「森林経営計画作成の手引き」利用にあたっての留意点 

  

この手引きは、平成２４年 11 月に作成しました Ver4 の内容を、平成２６年４月制度改正に

合わせ再編集し、Ver5 として改訂したものです。 

 

今後、その内容が変更又は追加された場合、この手引きについても適宜改訂することとして

いるので留意してください。 

 

森林経営計画の作成に関する不明点等については、各農林事務所森林部、森林企画課

林業企画班に問い合わせてください。 
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Ⅰ 属地計画と属人計画について 

１．属地計画 

(1) 林班計画 
地形などの自然的条件からみた一体整備相当森林について、森林所有者又は森林所有

者から森林の経営の委託を受けた者が単独又は共同で作成する計画。 

   【林班又は連たんする複数林班の２分の１以上の面積の計画参加が必要】 

 

 

 

 

 

 

(2) 区域計画 
市町村森林整備計画において定められる地域の実態に即した一定の区域内で、森林所有

者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が単独又は共同で作成する計画。 

   【30ha（人天別は問わない）以上の面積の計画参加が必要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         【林班計画】                    【区域計画】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象林班内に存する所有森林及び経営の委託を受けた森林は全て計画に参加さ

せる必要があります。（天然林含む。） 

・ただし、経営委託契約により作成する場合は、所有森林の一部だけを委託することに

すれば、それ以外の森林を計画の対象としないこともできます。 

・対象区域内に存する所有森林及び経営の委託を受けた森林は全て計画に参加さ

せる必要があります。（天然林含む。） 

・ただし、経営委託契約により作成する場合は、所有森林の一部だけを委託すること

にすれば、それ以外の森林を計画の対象としないこともできます。 

・区域内では、複数の認定請求者が各々計画を作成できますが、他の区域計画の

対象森林との重複はできません。 

・計画作成後においても、区域内の他計画と、共同等により一つの計画となるよう努

めるなど、区域内の充足率を高めていくことが重要です。 

林班計画Ａ 

林班計画Ｂ 

区域計画Ａ 

区域計画Ｂ 

林班界 

林班界 

区域界 

林班界 

対象 対象森林 
森林 
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２．属人計画 

大規模森林所有者が現に持続的な森林経営を行っている場合に、自ら所有又は森林経

営を受託している森林全てについて単独で作成する計画。 

   【所有森林が１００ヘクタール以上の面積規模要件を満たしていることが必要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．計画間の関係 

・ 林班計画は、認定請求者の自主的変更により、区域計画への移行が可能です。（逆も可） 

・ 林班計画の対象森林は、属人計画又は区域計画の対象森林との重複が可能です。 

ただし、認定請求者は計画書等において重複する森林を明らかにすることが必要です。な

お、この重複計画については、計画実行監理上の負担が増すこと等の理由から、これらを

踏まえた十分な検討を行い、慎重な対応が必要です。 

・ 属人計画及び区域計画作成者は、林班計画の作成者から既存の計画に加わるよう申し出

があった場合は、林班計画に参加しなければいけません。（ただし、参加可能となるのは、既

に認定を受けた計画に限られます。） 

 

４．その他 

・ 一旦認定された計画（計画の種類は問わない）は、原則として、計画期間満了まで継続し、

新たに計画を立て直すことはできません。（林班計画から区域計画への移行は可能） 

・ 林班計画認定請求者は、同一区域内で複数の林班計画を作成することが可能です。 

・一森林所有者が複数の属人計画を作成することはできません。 

 
【属人計画】 
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Ⅱ 計画対象森林の設定について 

１．林班計画における１/２面積基準の対象からの除外 

(1) 除外できる森林の要件 

林班計画を作成する場合、「林班又は連たんする複数林班の２分の１以上の面積」の基準

の対象とならない森林は、次のいずれかに該当する森林とされています。  

 

① 当該森林の土地が湿地であることその他その土地における立木の更新が著しく困難 

であると認められること。【更新困難地】 

 

② 森林経営計画の期間内において当該森林が立木の生育に供されなくなることが明ら 

かであると認められること。【開発予定地】 

 

③ ①又は②に掲げるもののほか、当該森林において持続的な森林の経営を行うことが 

困難又は不適当であるものと認められること。 

 

 

 

 このうち、③の「持続的な森林の経営を行うことが困難又は不適当」な森林として、次のケー

スについては除外（控除）できるとしています。 

 

ｱ) 森林所有者の所在が不明（所有者不確知）である森林 

 

ｲ) 森林所有者の破産などにより森林経営が困難な森林 

 

ｳ) 森林経営の受託又は共同作成を拒否し、市町長のあっせんにも応じない森林所有者が

所有する森林 

 

エ) 他の森林所有者が作成する既存の区域計画又は、属人計画の対象森林で、経営の方

針等が一致しない森林。 

 

 いずれのケースも、これを適用して除外（控除）した場合は、除外に至った経緯や、除外理由

に該当する旨の客観的な証拠等を記録・保管し、森林経営計画の認定請求時にきちんと説

明できることが必要です。 
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(2) 除外する場合の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

森林所有者の確知・不確知の別 

森林所有者の森林の経営能力 

森林組合による経営受託又は共同作成の

申出への所有者の応答 

市町長の斡旋に対する所有者の応答 

人工林・天然林の別 

人工林の現況 

所有者を確知 

経営が可能 

申出に応じない 

斡
旋
に
応
じ
る 

人工林である 

過密化している（Ry0.85以上） 

斡旋に応じない 

所有者が不確知 

経営不能（破産等） 

天然林 

過密化していない 

市町長による要間伐森林の通知 

１
／
２
以
上
の
面
積
規
模
基
準
か
ら
除
外
（控
除
） 
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２．林班計画における森林の「所有者不確知」による除外 

(1) 所有者不確知の判定基準 

  対象森林のうち、所有者が不確知であるかの判定は森林経営計画の作成者が自主的に

行い、市町長が森林経営計画の認定時に審査することになります。 

不確知の判定は対象森林によって様々なケースが想定されることから、山口県では、次の

基準を参考にして、作成者が自主的に判定することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森林経営計画は森林簿情報により作成が可能となっているため、境界又は森林の

所在を明確にできなくとも、森林所有者の合意が得られる場合は、計画対象森林とす

ることができます。 

 

 

 

 

 

  

【所有者不確知判定の参考基準】 

森林組合が保有する所有者情報（組合員名簿，過去の補助金履歴等）から所

有者が見つからない場合であって、次に該当する場合は不確知と判断します。 

 

 ① 登記簿、森林簿に記載してある所有者情報から、郵送、個別訪問等により

合意形成に努めたが、宛名不明による返送、所有者情報の相違により所有者

が特定できない場合。 

 

 ② 隣接所有者が不明であることから、境界が明確化出来ない場合、また、地

籍調査が実施されているが、筆界未定地となっている場合。 

 

 ③ 相続権者、共有林等、複数の所有者が存在する森林のうち、一部の所有者

が不明な場合。 
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(2) 所有者不確知の判定の流れ 

周辺所有者か
ら聞き取り
（必要に応じ実
施）

所
有
者
不
明

所
有
者
不
確
知

１　地籍調査有り

戸別訪問

郵送地籍図（地番
図）、登記簿か
ら所有者の住
所、氏名を把握

所
有
者
不
明

２　地籍調査無し

森林簿から森
林簿上の所有
者の住所、氏名
を把握

郵送 所
有
者
不
明

周辺所有者か
ら聞き取り
（必要に応じ実
施）

所
有
者
不
明

所
有
者
不
確
知

戸別訪問

５　その他
　　 共有林等のうち、全員の同意が必要とする場合であって、一部の森林所有者が不明な場合はケースに
より所有者不明とすることもできます。

３　境界不明

境界の明確化
のため隣接所
有者を調査

上記「１　地籍調査有り」及び「２　地籍調査無し」の手法により調査す
るも、隣接所有者不明のため、境界未確定

所
有
者
不
確
知

４　森林の場所が不明

所
有
者
不
確
知

登記上、所有森林が
存在するものの、地籍
調査が実施されてい
ない等により森林の場
所が特定できない場
合。

森林簿
から森林
の場所を
特定

登記簿と森
林簿情報の
相違により
特定不能

周辺所
有者から
聞き取り
（必要に
応じ実
施）

森林の
場所不
明

 

 

森林組合が保有する所有者情報（組合員名簿、過去の施業履歴等）から所有者が不明で

ある場合、上記の確認行為を経ても所有者が不明の場合は、所有者不確知と判定します。 

従来から所有者不明として取り扱っていたケースでも、あらためて上記の確認行為を実施す

ることが必要です。 

 なお、所有者不明と判定した場合は、確認の経緯、判定の根拠等を記載した判定記録を

必ず作成し、保管してください。 

※P９ 森林経営計画（林班計画）計画対象森林判定記録表を参考に作成してください。 
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調査
結果

備考 氏名
聞取
結果

氏名
聞取
結果

○○市 ○○ ○○ ○○ 1 1234 1 1 0.18 ○
対象森林か

ら除外
除外

○○市 ○○ ○○ ○○ 1 1234 1 2 2.19 → ○
対象森林か

ら除外
除外

○○市 ○○ ○○ ○○ 1 1234 2 3.93 → → 破産
対象森林か

ら除外
除外

○○市 ○○ ○○ ○○ 1 1234 3 1.54 → → → × → × × ○○　○ × △△　△ × 不確知
対象森林か

ら除外
除外

○○市 ○○ ○○ ○○ 1234 4 1 0.16 → → → × → × ×
名簿の氏名では郵

便物が不達。 ○○　○ × △△　△ × 不確知
対象森林か

ら除外
除外

○○市 ○○ ○○ ○○ 1234 4 2 0.44 → → → × → ○ 確知 → 対象 0.44

○○市 ○○ ○○ ○○ 1234 5 2.70 → → → × → × ○ 確知 → 対象 2.7

○○市 ○○ ○○ ○○ 1234 6 0.46 → → → × → × × ○○　○ ○ 確知 → 対象 0.46

○○市 ○○ ○○ ○○ 1234 7 2.11 → → → ○ H24.12.2 × × × ○○　○ × △△　△ × 不確知
対象森林か

ら除外
除外

○○市 ○○ ○○ ○○ 1234 8 1 4.04 → → → ○ H24.12.2 確知 → H24.12.2 郵送 × H24.12.10 郵送 ×
対象森林か

ら除外
除外

○○市 ○○ ○○ ○○ 1234 8 2 0.09 → → → ○ H24.12.2 確知 → H24.12.2 郵送 × H24.12.10 郵送 ○ 対象 0.09 ○ 0.09

○○市 ○○ ○○ ○○ 1234 9 1 0.57 → → → ○ H24.12.2 確知 → H24.12.2 郵送 ○ 対象 0.57 ○ 0.57

○○市 ○○ ○○ ○○ 1234 9 2 3.14 → → → ○ H24.12.2 確知 → H24.12.2 郵送 ○ 対象 3.14 ○ 3.14

○○市 ○○ ○○ ○○ 1234 9 3 0.24 → → → ○ H24.12.2 確知 → H24.12.2 郵送 ○ 対象 0.24 ○ 0.24

○○市 ○○ ○○ ○○ 1234 10 0.17 → → → ○ H24.12.2 確知 → H24.12.2 郵送 ○ 対象 0.17 ○ 0.17

○○市 ○○ ○○ ○○ 2 1234 11 0.19 → → → ○ H24.12.2 確知 → H24.12.2 郵送 ○ 対象 0.19 ○ 0.19

○○市 ○○ ○○ ○○ 1234 12 1 0.17 → → → ○ H24.12.2 確知 → H24.12.2 郵送 ○ 対象 0.17 ○ 0.17

○○市 ○○ ○○ ○○ 1234 12 2 0.09 → → → ○ H24.12.2 確知 → H24.12.2 郵送 ○ 対象 0.09 ○ 0.09

○○市 ○○ ○○ ○○ 3 1234 13 1.07 → → → ○ H24.12.2 確知 → H24.12.2 郵送 ○ 対象 1.07 ○ 1.07

○○市 ○○ ○○ ○○ 1234 14 1 1.05 → → → ○ H24.12.2 確知 → H24.12.2 郵送 ○ 対象 1.05 ○ 1.05

○○市 ○○ ○○ ○○ 1234 14 2 0.10 → → → ○ H24.12.2 確知 → H24.12.2 郵送 ○ 対象 0.1 ○ 0.10

○○市 ○○ ○○ ○○ 1234 14 3 0.02 → → → ○ H24.12.2 確知 → H24.12.2 郵送 ○ 対象 0.02 ○ 0.02

○○市 ○○ ○○ ○○ 1 1234 15 1 0.16 → → → ○ H24.12.2 確知 → H24.12.2 郵送 ○ 対象 0.16 ○ 0.16

○○市 ○○ ○○ ○○ 1234 15 2 1.11 → → → ○ H24.12.2 確知 → H24.12.2 郵送 ○ 対象 1.11 ○ 1.11

○○市 ○○ ○○ ○○ 1234 16 0.11 → → → ○ H24.12.2 確知 → H24.12.2 郵送 ○ 対象 0.11 ○ 0.11

○○市 ○○ ○○ ○○ 1234 17 1 5.12 → → → ○ H24.12.2 確知 → H24.12.2 郵送 ○ 対象 5.12 ○ 5.12

○○市 ○○ ○○ ○○ 1234 17 2 0.21 → → → ○ H24.12.2 確知 → H24.12.10 訪問 ○ 対象 0.21 ○ 0.21

○○市 ○○ ○○ ○○ 1 1234 19 1 0.25 → → → ○ H24.12.2 確知 → H24.12.10 訪問 ○ 対象 0.25 ○ 0.25

○○市 ○○ ○○ ○○ 1 1234 19 2 0.50 → → → ○ H24.12.2 確知 → H24.12.10 訪問 ○ 対象 0.5 ○ 0.50

○○市 ○○ ○○ ○○ 1234 19 3 1.08 → → → ○ H24.12.2 確知 → H24.12.10 訪問 ○ 対象 1.08 ○ 1.08

○○市 ○○ ○○ ○○ 1234 19 4 5.07 → → → ○ H24.12.2 確知 → H24.12.10 訪問 ○ 対象 5.07 ○ 5.07

○○市 ○○ ○○ ○○ 1 1234 20 1 0.57 → → → ○ H24.12.2 確知 → H24.12.10 訪問 ○ 対象 0.57 ○ 0.57

○○市 ○○ ○○ ○○ 1234 20 2 5.30 → → → ○ H24.12.2 確知 → H24.12.10 訪問 ○ 対象 5.3 ○ 5.30

○○市 ○○ ○○ ○○ 1 1234 20 3 3.27 → → → ○ H24.12.2 確知 → H24.12.10 訪問 ○ 対象 3.27 ○ 3.27

○○市 ○○ ○○ ○○ 1 1234 21 1 0.55 → → → ○ H24.12.2 確知 → H24.12.10 訪問 ○ 対象 0.55 ○ 0.55

○○市 ○○ ○○ ○○ 1234 22 3.56 → → → ○ H24.12.2 確知 → H24.12.10 訪問 ○ 対象 3.56 ○ 3.56

○○市 ○○ ○○ ○○ 1234 23 2.12 → → → ○ H24.12.2 確知 → H24.12.10 訪問 ○ 対象 2.12 ○ 2.12

53.63 39.48 35.88

90.88%

Ⅴ計画作成者による合
意形成

結果
（⑤）

Ⅲ 森林所有者の
森林の経営能力

判定

該当
事項

結果
（③）

計画
作成
同意
済

計画作
成森林
面積

市町によるあっせん

年月日 方法 結果

対象森
林面積

対象森林における計画作成森林率

総合判
定結果

計

面積

Ⅰ更新困難地
Ⅱ開発予定地

等

結果
（①）

結果
（②）

判定
結果
（⑥）

市町
隣接所有者

森林組合地区総
代等

５　周辺森林所有者等への聞き取り
状況

１
地籍
調査
の実
施

３
過去
の造
林補
助事
業等
の履
歴

４　森林組合員名簿

２地籍調査データ
により合意形成

年月日

結果
(郵送未

到達又は
居住実態
なしは×)

森林経営計画（属地計画）　計画対象森林判定記録表

Ⅳ 所有者不確知　判定

結果（④）
枝番
番号

判定大字 字 地番 筆
林班
番号

小班
番号

所在場所
Ⅵ 経営受委託契約又は共同作成

を拒絶する場合

年月日 方法

確知・不確
知の別

（1,3,4,5又
は2,3,4,5が
×の場合
は不確知）

森林経営計画（林班計画） 計画対象森林判定記録表 



１０ 

 

(3) やまぐち森林情報公開システム（業務用）による所有者情報の把握方法 

■地籍調査実施済みの場合 ⇒ 登記簿情報から所有者を把握 

 
 

■地籍調査未実施の場合 ⇒ 森林簿情報から所有者を把握 

 

指
定
し
た
地
番
図
の
登
記
情
報
が
表
示
さ
れ
ま
す 

①森林地番図を☑ 

②森林地番図を選択 

③選択キーをクリック 

④検索する地番図をクリック 

指
定
し
た
小
班
の
森
林
簿
情
報
が
表
示
さ
れ
ま
す 

①小班を選択 

②選択キーをクリック 

③検索する小班をクリック 
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３．林班計画で経営受委託契約又は共同作成を拒絶する場合の除外 

森林組合による森林経営の受委託契約、または、森林経営計画の共同作成の勧誘・要請

等の働きかけに森林所有者が応じない場合、市町が森林所有者に対する「あっせん」を行っ

た上で、それでも拒絶する場合には、次のフローにより「林班又は連たんする複数林班の２分

の１以上の面積」の基準から除外（控除）することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町に「あっせん」を要請する場合は、次の点に留意して市町と協議する必要があります。 

 

 ① 森林経営計画は「森林の多面的機能の十全な発揮に資する持続的な森林経営を確立」

することを目的とするものでることから、対象区域内に勧誘・要請に応じない森林所有者

が複数いる場合等は、「あっせん」の公平性に配慮する必要があること。 

 

 ② 「あっせん」は、記録として残す必要があることから、文書で行うことが望ましいこと。 

 

 ③ 「あっせん」に応じない人工林については、市町はその現況を把握し、過密化している場

合は、市町村森林整備計画に基づき「要間伐森林」の通知を行うことが必要となること。 

 

 ④ 通知後２年以内に施業を実施しない「要間伐森林」については、市町長による「施業実

施の勧告」が必要となる場合があること。 

 

森林組合による経営受託又は共同作成の

勧誘・要請 

森林所有者への市町長の「あっせん」 

人工林・天然林の別 

人工林の現況 

勧誘・要請に応じない 

人工林である 

過密化している（Ry0.85以上） 

「あっせん」に応じない 

天然林 

過密化していない 

市町長による要間伐森林の通知 

１
／
２
以
上
の
面
積
規
模
基
準 

か
ら
除
外
（控
除
） 
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【参考①】 市町村長による斡旋の根拠 

 

森林法 第１９１条第２項（農林水産大臣等の援助） 

    市町村は、森林の経営の受託又は委託に必要な情報の提供、助言又はあっせんを行う

とともに、市町村森林整備計画の達成並びに森林経営計画の作成及びその達成のために

必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。 

 

 

【参考②】 要間伐森林制度の運用について 

森林法 第１０条の１０（施業の勧告等） 
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Ⅲ 一体整備相当森林の範囲の設定について 

１．一体整備相当の基準と範囲設定 

森林法施行令による「一体として整備することを相当する森林」の基準と範囲設定について

は以下のとおりです。 

 

（１）属地的計画（林班計画及び区域計画） 

【基準】 「その森林の経営の規模が農林水産省令で定める規模以上であり、かつ、その森林

が地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産の基盤の整備の状

況からみて造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができ

ると認められるものであること。」 

【範囲設定】 

①林班計画 

林班計画を隣接する複数林班で作成する場合、作成対象森林が「一体として整備する

ことを相当とする森林」であるかは、市町長が計画の認定時に判定することになります。 

林班計画において、一体整備相当として隣接する複数林班の範囲をどこまで設定するか

は、対象森林によって様々なケースが想定されることから、山口県では、次の考え方を参考

にして、森林経営計画の作成者自らが施業を実施する場合の「一体性」を自主的に判断し

て設定し、市町長が認定時に個々のケースで判定することとします。 

なお林班計画での複数林班の範囲は、一体整備相当の考え方と併せ、Ⅵで示す計画期

間中に実施することになる間伐量とのバランスで設定することが重要なポイントになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②区域計画 

「一体として整備することを相当とする森林」であるかは、市町長が市町村森林整備計画

において定めることになります。 

 

（２）属人計画 

【基準】 「その森林の経営の規模が農林水産省令で定める規模以上であり、かつ、その森林

が森林の経営の規模及び実施の状況からみて同一の者により、造林、保育、伐採及

び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められるものであること。」 

 

【林班計画における一体整備相当森林の範囲設定の考え方】 

 ① 路網が整備されているか、または、計画期間中に路網開設が予定されており、

施業実施上の一体性があると認められる場合。 

 ② 尾根や河川で分断されているが、公道を含む路網で連係・連結されており、施

業実施上の一体性があると認められる場合。 

 ③ 所有者の帰属意識や、森林施業計画作成の実績等から、一体整備の合理性

が認められる、大字等の行政単位の範囲の場合。 
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２．「やまぐち森林情報公開システム（業務用）」による林班計画の範囲設定の検討 

【ケースⅠ】 隣接する林班の範囲設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下関市小月地区をモデルに検討 

（1163，1164，1165，1166，1167，1168 林班） 

■範囲解析により人工

林・天然林（竹林）の分

布状況を把握 

人工林・天然林の分布状況を確認 
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市町村道等３m 以上，

３m 未満を☑ 

公道を含む路網の状況を把握 

森林組合＿施業計画を☑ 

森林施業計画の作成状況を把握 
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① 単独林班で作成 ⇒ 1164林班 

 
 

    ② 路網が連係する東向き斜面で作成 ⇒ 1163，1164，1165，1166 

 

 

①林班を選択、右の選択キーをクリック 

③計測キーで面積を表示 

  ⇒ １１２．５２ha 

②検討する林班をクリック 

①ｓｈｉｆｔキーを押しながら検討する

複数林班をクリック ②計測キーで面積を表示 

  ⇒ ３５３．０３ha 



１７ 

 

 

③ 路網が連係する向かい合った斜面で作成 ⇒1163，1164，1165，1166，1167，1168

 
    

④ 大字単位で作成 ⇒ 1164，1165，1166，1167，1168 

 

①ｓｈｉｆｔキーを押しながら検討する

複数林班をクリック 

②計測キーで面積を表示 

  ⇒ ５１１．２４ha 

①範囲解析機能により

大字（小月）を抽出 

②計測キーで面積を表示 

  ⇒ ３９３．１２ha 



１８ 

 

【ケースⅡ】 孤立林班の「連たん」の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下関市の平野部に孤立する林班をモデルに検討 

（1112 林班） 

1112 林班に面する任意の林班

又は複数林班で範囲を設定 
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① 公道の連係と併せて作成 ⇒ 1112＋1106，1107，1108，1109，1110，1111 

 
 

 

 

 

 

 

林班計画の一体整備相当森林の範囲設定に当たっては、その範囲が「一体整備相当」で

あることの説明責任が伴うことになることから、疑義がある場合は、事前に市町・農林事務所に

相談の上、一体整備相当とする根拠をきちんと整理・記録しておくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測キーで面積を表示 

  ⇒ ２４６．３１ha 
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Ⅳ 森林経営の委託契約について 

１．森林経営の委託契約の考え方 

森林経営計画の作成者は、自ら森林経営を行う森林所有者、又は森林所有者と森林経

営委託契約を締結し、立木竹の育成等に関する権原の付与を受けて森林の経営を行う「森

林所有者から森林の経営の委託を受けた者」に限定されました。 

このため、森林組合が森林経営計画を作成するためには、森林所有者との間で「森林経営

委託契約」を締結することが必要となります。 

林野庁は、森林の経営の委託とは、５カ年間の計画期間内に、受託者である森林組合が

自ら受託した森林の経営を行うことができることとし、 

①造林、保育及び伐採に必要な「育成権原」が付与されていること 

②施業の実施に伴い伐採する立木の「処分権原」が付与されていること 

③当面の施業を必要としない森林に対する保護に関する事項を実施すること 

④森林の経営に必要な作業路網の設置及び維持管理に必要な権原が付与されていること 

を契約の要件としています。 

 

 

２．契約書雛形とその取り扱い 

林野庁が示す森林経営委託契約書の雛形と、解釈等の注釈は次のとおりです。 

既に契約している長期施業受委託契約書を変更契約により変更する場合、記載内容によ

って印紙税法上の「課税文書（第７号・継続的取引の基本となる委任契約書）」に該当すると

判断される場合は、4,000 円の収入印紙の貼付が必要となるので、林野庁は、次の雛形のと

おりに森林経営委託契約を新規に締結することとを推奨しています。 

 

この手引きの雛形のとおりに契約書を作成した場合は、非課税文書と判断するよう、林野庁と国

税庁の間で調整済です。 

 

 

森林経営委託契約については、雛形に示す森林の経営及び森林経営計画の作成のため

に必須事項が全て記載されていれば、条文の表記の仕方や任意事項の記載等は契約の当

事者に任せるとされていますが、雛形を一部でも改変した契約書を作成する場合は、必ず契

約締結前に、その契約書が印紙税法上の課税文書に該当するかどうかについて、所轄の税

務署に確認してください。 

 

印紙税法上の課税文書に該当する契約書を作成したにも関わらず、契約書作成時に収入

印紙を貼付しなかった場合、本来納付すべき額の３倍の額（自主的に税の未納を申告した場

合は 1.1 倍の額）の過怠税を納付しなければならなくなるため、十分に注意してください。 
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契約書雛形案 解釈・留意点等 

森林経営委託契約書 

森林所有者○○ほか○名（以下「甲」という。）と受託者○○森

林組合（以下「乙」という。）は、甲が所有する森林の経営を目的

として次の条項のとおり契約を締結する。 

（信義忠誠の義務） 

第１条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなけ

ればならない。 

 

 

 

 

（契約の対象とする森林） 

第２条 この契約の対象とする森林（以下「契約対象森林」という。）

は、別紙１に表示する森林とする。なお、契約対象森林にある

立木竹は、甲に帰属する。 

 

 

（契約の期間） 

第３条 この契約の契約期間（以下「委託期間」という。）は次の

とおりとする。 

平成○○年○月○日から 

平成○○年○月○日まで 

 

【例】 

２ ただし、委託期間終了の○か月前までに、甲乙いずれか一

方から相手方に対し、本契約を延長しないという旨の意思表

示がない場合には、さらに○年間更新されるものとし、以後

も同様とする。 

３ 契約を更新した際には、甲と乙が協議して委託事項を見直

すものとする。 

 

（委託事項） 

第４条 乙は、契約対象森林をその区域に含む市町村森林整備計画

及び別紙２に示す森林の経営に当たっての特記事項に従い、契

約対象森林に関する次の事項（以下「委託事項」という。）を実

施するものとする。 

(1) 立木竹の伐採、造林、保育その他の森林施業を実施するこ      

 と 

 

 

 契約書の名称は「森林経営委託

契約書」とします。 

 

 

 

 

 

 民法第１条第２項では、「権利の行

使及び義務の履行は、信義に従い

誠実に行わなければならない」とされ

ており、記載の有無に関わらず、契

約の履行に当たって信忠義務を有

すると解されることから、この条項の

記載は任意です。 

 

この条項（別紙１を含む）は、森林

所有者が森林組合に経営を委託す

る森林を定めるとともに、その森林の

立木竹の所有権は、引き続き森林

所有者に帰属することを定めるもの

で、この条項の記載は必須です。 

・森林所有者は、所有森林の一部の

みを委託することは可能です。 

 

 委託期間については、作成する森

林経営計画の計画期間（５年間）を

カバーしていることを明らかにするこ

とが必要であり、この条項の記載は

必須です。 

・期間を１０年間とするなど、５年間

以上の期間とすることも可能です。 

 

左記のような自動更新の記載手

法もあるので参考にしてください。 

※左記の表記をする場合は、課税

文書該当の可否について所轄税務

署に確認してください。 

 

 

 

この条項の記載は必須です。 

・森林法上、市町村森林整備計画

が定める標準的な方法により施業を

行うこととされており、これに基づいて

委託事項を実施する場合は、別紙２

は不要です。 

・市町村森林整備計画が定める方

法以外による場合には、別紙２を作

成・添付することになります。 

・天然林のみの契約で施業の計画

がない場合は(1)を記載する必要は

ありません。 
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(2) 森林の保護等のため、以下に掲げる事項を実施すること 

ア 森林の現況把握 

イ 火災の予防及び消防 

ウ 盗伐、誤伐その他の加害行為の防止 

エ 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止 

オ 甲以外の者が所有する森林との境界の巡視 

カ ア又はオを実施した結果異常を発見したときに行う必要 

な措置 

２ 前項第１号による伐採をした木竹の取扱いについては、甲と乙

が別途協議して定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

３ 乙は、第１項第２号イからエまで若しくはカに掲げる事項を実

施したときは、速やかに甲に報告するものとする。 

 

 

 

（森林への立入り及び施設の利用等） 

第５条 乙は、委託事項の実施のため必要があるときは、契約対象

森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は

契約対象森林内に設置された作業路網その他の施設を使用し、

若しくは乙以外の者に使用させることができる。 

２ 乙は、委託事項の実施のため必要があるときは、契約対象森林

内に作業路網その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置さ

せることができる。この場合において、乙は、当該設置された

施設の維持管理を行うものとする。 

 

（森林経営計画の作成及び実行） 

第６条 乙は、委託事項を実施するために、契約対象森林について

単独で又は他の森林所有者若しくは森林所有者から森林の経営

の委託を受けた者と共同して森林法第 11条に規定する森林経営

計画を作成し、その認定（変更の認定を含む。）を受けるととも

に、当該森林経営計画に従い、森林の経営を行うものとする。 

 

 

「森林の保護」の内容の全てを記

載する必要はなく、森林組合が一般

的に森林の保護のために行う取組を

踏まえた内容でも構いません。 

・森林所有者からの委託料が発生し

ない程度の内容でも構いません。 

 

 

 

 

木竹の販売は「委託事項」に含ま

れないため、この条項の記載は任意

です。 

・委託契約による間伐等で発生した

木竹の販売を森林組合に委託する

場合、「森林の経営」の委託とは別に

規定する必要がありますが、この雛

形案では、その都度協議して定める

こととしています。 

 

 

この条項は、森林組合が、異常の

発生等を森林所有者に報告すること

を定めるものであり、記載することが

望ましい条項です。 

・この条項を記載する場合は、第４

条第１項第２号として記載する内容

に応じて改変してください 

 

森林経営計画の作成者は、立木

竹の育成だけではなく、施業の実施

に必要な森林作業道を開設し、開

設した森林作業道や既設の森林作

業道などの作業路網等を維持管理

することができなければなりません。 

・この条項がない場合、森林経営計

画の認定を受けるためには、作業路

網等の整備について森林の土地の

所有者の同意があったことを証する

書面の提出が別途必要になります。
（森林法施行規則第１１条第１項第３号） 
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２ 前項において、森林経営計画の計画事項である「森林の経営に

関する長期の方針」については、乙は、甲と協議してこれを作

成するものとする。 

 

 

（委託事項に関する実施状況の報告及び是正要求等） 

第７条 甲は、必要があると認めるときは何時でも乙に対し委託事

項の実施状況及び経営状況について報告させ、又は自らその状

況を調査することができる。 

２ 甲は、委託事項の実施状況について、適切でないものがあると

認めたときは、乙に対して是正を求めることができる。 

３ 乙は、甲から前項の是正要求があったときは、誠実に対処し、

その結果を甲に報告するものとする。 

（費用の負担等） 

第８条 契約対象森林について委託事項を実施するために要した

費用は、甲が負担するものとする。 

 

 

 

（委託料の請求） 

第９条 乙は、事業年次ごとに、委託事項の実施に要した費用（次

項により補助金等を充当した場合にあっては、委託事項の実施

に要した費用から当該補助金等の額を控除したもの）を委託料

として、甲に請求するものとする。 

 

２ 乙は、委託事項の実施に当たり補助金等の交付を受けたときは、

速やかに当該補助金等を前項の委託事項の実施に要した費用に

充当するものとする。 

３ 甲は、乙から第１項の委託料の請求があったときは、乙に対し

て遅滞なくこれを支払うものとする。 

 

（損害の填補等） 

第 10条 乙は、乙の責に帰すべき事由によって甲に不利益を生じ

させたときは、その不利益に相当する額を支払うものとする。 

２ この契約に関して乙の責に帰すことのできない事由によって甲

に不利益などが生じた場合は、甲乙協議の上、協力して解決に

当たらなければならない。 

３ 乙が委託事項の実施その他この契約により属せられた権限に基

づき行う行為に関し補助金等の交付を受けた場合であって、当

森林の育成は、造林から主伐まで

長期を要するものであり、森林の経

営には森林所有者の意思が尊重さ

れるべきものであることから、経営に

関する長期の方針については、別途

協議して定めることとしています。 

 

 

民法上、委任事務の処理状況を

報告する義務を負っているところで

すが、この条項は、契約の適切な履

行に資する観点から、記載すること

が望ましい条項です。 

 

 

 

 

 

 

民法上、委任契約の実施に要す

る費用は、委任者が負担することとさ

れていますが、森林所有者との間で

金銭関係について争いが生じること

がないよう、記載することが望ましい

条項です。 

 

 

個々の委託事項を実施したその

都度、委託料の請求・支払をするこ

ともできますが、この雛形案では、事

務の煩雑さや補助金交付の観点か

ら、事業年次ごとに精算することとし

ています。 

 

森林組合が申請者（事業主体）と

して受領した補助金が委託事項の

実施に要する経費に確実に充当さ

れるよう定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森林組合が事業主体として補助

金の交付を受けた場合、補助金の

返還を命じられた場合には、森林組
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該補助金等の返還を命じられたときは、その原因者が甲である

場合には、甲が当該返還金額を負担するものとする。 

 

 

 

（災害等による委託事項の不実施） 

第 11条 次の各号に掲げる場合において、委託事項を実施する予

定の森林について当該委託事項を実施することが不可能又は不

適当となったときは、乙は、当該委託事項の一部又は全部を実

施しないことができる。 

(1) 災害その他の原因により契約対象森林の全部又は一部が損

壊したとき 

(2) 作業路網の損壊等により契約対象森林への到達が困難とな

ったとき 

(3) 契約対象森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供

されるとき 

（債務不履行による契約の解除） 

第 12条 甲は、乙が正当な理由なく委託事項を履行せず（前条各

号に掲げる場合において当該委託事項を実施することが不可能

又は不適当となったときを除く。）、第７条の是正要求にも応じ

ない場合は、１か月を下らない期間の予告を行った上でこの契

約を解除することができる。 

２ 乙は、甲が正当な理由を示さずに第９条第１項の委託料を支払

わない場合は、１か月を下らない期間の予告を行った上でこの

契約を解除することができる。 

（甲の届出） 

第 13条 甲及び甲の相続人又は受遺者は、次に掲げる事由が生じ

た場合には、遅滞なく乙に申し出るものとする。 

(1) 契約対象森林について権利の喪失があった場合 

(2) 甲が住所又は名称を変更した場合 

(3) 甲が死亡した場合 

(4) その他この契約の履行上重要な事項又はこの契約の履行が

困難となる事情が生じた場合 

 

 

２ 前項第３号の定めに基づき前項の申し出があった場合におい

て、甲の相続人又は受遺者から、第３条の契約期間における甲

死亡後の残存期間において本契約を承継したい旨の申出がある

ときは、本契約はなおその効力を有するものとする。この場合

合が補助金等を返還する義務を負

うことになりますが、返還事由が森林

所有者に起因する場合には、森林

所有者が負担することを定めるもの

で、この条項の記載は必須です。 

・この条項は、委託期間の終了後に

おいても引き続き有効であると解さ

れています。 

森林組合が契約の履行義務を果

たしていない場合であっても、契約

不履行とは判断しない場合をあらか

じめ定めておくものであり、記載する

ことが望ましい条項です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民法上、特約のない限り契約当

事者の申出により、いつでも契約を

解除することができるものとされてい

ますが、一方の当事者の意思により

契約が解除できることとした場合、森

林の経営に悪影響が及ぶ恐れがあ

ることから、特約を設け、特段の理由

がない限り契約を解除できないよう

にするため、記載することが望ましい

条項です。 

 

 

この条項は、契約の履行上重要

な事態や、履行自体が困難となる事

態生じた場合には、そのことを乙に申

し出ることを義務づけているもので、

記載することが望ましい条項です。 

・民法上、契約の当事者が死亡した

場合、特に定めがない限り委任契約

は終了することになるため、森林経

営計画の認定を受けている場合は、

契約対象森林を除外する変更手続

きが必要になります。 

 

森林所有者が死亡し、その相続

人等が税制特例の適用を受けること

を希望する場合は、契約対象森林

に係る森林経営計画の認定が継続

されることが必要であるため、この条
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において本契約中「甲」とあるのは「甲の相続人」又は「甲の

受遺者」と読み替えるものとする。 

（その他の事項） 

第 14条 この契約に定めのない事項を定め、又は契約事項を変更

する必要があるときは、甲と乙が協議して定めるものとする。 

 

平成○○年○○月○○日 

 

 

（甲）森林所有者  住所○○県○○郡○○町大字○○○○番地 

氏名又は名称   ○○○○印 

住所○○県○○郡○○町大字○○○○番地 

氏名又は名称   ○○○○印 

 

・・・（以下人数分）・・・ 

 

（乙）受託者   住所○○県○○郡○○町大字○○○○番地 

氏名又は名称   ○○○○印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項の記載は必須です。 

 

 

 

契約の締結に当たり、事前に全て

のことを定めることは困難であるほ

か、委託期間中に様々な状況の変

化も見込まれることから、必要に応じ

てその都度協議して定めることとし、

記載することが望ましい条項です。 

 

 

委託契約の締結に当たっては、森

林所有者（甲）が複数であっても構

わないとされており、森林経営計画

の作成予定単位ごとでの一括契約も

可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２６ 

 

別紙１（第２条関係） 

契 約 対 象 森 林 

所在地 
森
林
の
所
有
者 

森林の現況 備考 

字
・
地
番 

林
小
班 

面
積
（
ha
） 

人
・
天
別 

樹
種
・
林
相 

林
齢 

法
令
に
よ
る 

規
制
等 

 

 

 

 

 

 

        

注：１ 平成○年○月現在 

２ 契約対象森林（作業路網その他の施設を含む。）の所在は、別添 

の図面のとおり。 

 

 

別紙２（第４条第１項関係） 

森林の経営に当たっての特記事項 
 

【記載留意事項】 

委託事項の実施範囲などについて明示すべき事項がある場合に、下

記の例のように適宜記載する。 

 

【例】 

－「人工林については、おおむね○○齢級以上の森林を主伐の対象

（候補）とする。」 

－「○○林班○○小班の人工林については、主伐の時期をおおむね

○○年とするため、委託期間中は主伐の対象とせず、委託期間中

におおむね○○％の間伐を実施する。」 

－「○○林班○○小班の天然林については、主伐の方法は択伐とし、

主伐後の更新方法は天然更新とする。」 

－「○○林班○○小班の人工林については、帯状の伐採により育成

複層林への移行を図る。」 

－「○○林班○○小班のヒノキ人工林については、枝打ちを実施す

る。」 

－「契約対象森林内の作業路網については、台風や大雨の後に点検

を行い、必要に応じて補修を実施する。」 

－「○○林班○○小班の間伐の実施とあわせて、おおむね○ｋｍの

森林作業道を開設する。」 

－「契約対象森林の現況把握については、年１回以上実施する。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  必要に応じて図面を添付します。 

（必須ではありません。） 

 

 

 

市町村森林整備計画が定める標

準的な方法に基づいて委託事項を

実施する場合は添付不要です。 
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３．森林経営委託契約書の印紙税の取り扱い 

 

① 委託事項に「伐採をした木竹の販売を実施すること」のような内容が記載された契約書

は、印紙税法上の「営業者の間における売買の委託に関する２以上の取引を継続して行う

ため作成される契約書」（印紙税法別表第１第７号文書）に該当すると判断され、4,000 円

の収入印紙を契約書に貼付しなければなりません。 

 

② 「売買の委託」に係る契約書が課税文書に該当するのは、「営業者」の間において作成

される契約書（印紙税法施行令第２６条第１号）に限定されるので、「伐採をした木竹の販

売を実施すること」のような内容を記載する場合、森林組合と組合員である個人の森林所

有者は「営業者」に該当しないで非課税とされていますが、法人の森林所有者や非組合員

の個人の森林所有者と契約を締結するような場合は、契約前にその契約書が課税文書に

該当するかどうか所轄の税務署に確認してください。 

 

③ 記載内容によっては、「売買の委託」ではなく、「売買に関する業務の委託を継続して委

託するため作成される契約書」（同条第２号）に該当する課税文書と判断されることもあり、

この場合は、契約の当事者が「営業者」であるなしにかかわらず 4,000 円の収入印紙が必

要になります。 

 

④ 平成１３年改正の際の「森林施業委託契約書」の雛形案には、当初、「伐採した木竹の

うち販売価格が搬出経費を上回ると見込まれるものを搬出し、その販売に必要な事務（販

売代金の受領を含む。）を代行すること。また、立木竹の状態で販売するものについて、そ

の販売に必要な事務（販売代金の受領を含む。）を代行すること。」という条項を記載してい

ましたが、これに対して国税庁からは、「売買に関する業務の委託」に該当するとの見解が

示されています。 
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【参考１】 印紙税法施行令 

第２６条  法別表第１第７号の定義の欄に規定する政令で定める契約書は、次に掲げ

る契約書とする。  

１  特約店契約書その他名称のいかんを問わず、営業者（法別表第１第１７号の非

課税物件の欄に規定する営業を行う者をいう。）の間において、売買、売買の委

託、運送、運送取扱い又は請負に関する２以上の取引を継続して行うため作成さ

れる契約書で、当該２以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物

の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の

方法又は再販売価格を定めるもの（電気又はガスの供給に関するものを除く。）  

２  代理店契約書、業務委託契約書その他名称のいかんを問わず、売買に関する

業務、金融機関の業務、保険募集の業務又は株式の発行若しくは名義書換えの

事務を継続して委託するため作成される契約書で、委託される業務又は事務の

範囲又は対価の支払方法を定めるもの 

 

【参考２】 施行令第２６条第１号に該当する契約書の要件  （国税庁 HP より） 

次に掲げる５要件のすべてを満たす契約書は、施行令第２６条第１号に該当して第

7 号の課税文書と判断されます。 

(1) 営業者の間における契約であること 

(2) 売買の委託、（中略）又は請負のいずれかの取引に関する契約であること 

(3) ２以上の取引を継続して行うための契約であること 

(4) ２以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、

単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格

のうちの１以上の事項を定める契約であること 

(5) 電気又はガスの供給に関する契約でないこと 

 

【参考３】 施行令第２６条第２号に該当する契約書の要件  （国税庁 HP より） 

次に掲げる 2 つの要件を満たす契約書は、施行令第２６条第２号に該当して第７号

の課税文書と判断されます。 

(1) 売買に関する業務、（中略）を委託するために作成される契約書であること。 

(2) 継続して委託される業務又は事務の範囲又は対価の支払方法を定めるもので

あること。 

 

【参考４】 印紙税額一覧表  （国税庁 HP）より 

番号 文書の種類 
印紙税額 

（１通又は１冊につき） 

第７号 

継続的取引の基本となる契約書 

（注）契約期間が３か月以内で、かつ更新の定めの

ないものは除きます。 

（例）売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店

契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など 

４，０００円 
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Ⅴ 森林経営計画の施業の実施に関する基準について 

１．施業別実施基準 

森林経営計画の施業の実施に関する基準は、市町村森林整備計画において定められてい

る公益的機能別施業森林毎に森林法施行規則において規定されています。 

 

(1) 植栽 

  ① 市町村森林整備計画において、「植栽によらなければ適確な更新が困難な森林」とさ

れている森林については、伐採後２年以内に植栽が計画されていること。 

  ② それ以外の森林については、伐採後５年を経過して更新が図られていない場合、市町

村森林整備計画に定められている方法により更新が図られるよう造林が計画されている

こと。 

 

(2) 間伐 

  ① 市町村森林整備計画において、「公益的機能別施業森林区域外」及び「公益的機能

別施業森林」のうち、施業方法が、伐期の延長を推進すべき森林、長伐期施業を推進

すべき森林とされている場合、市町村森林整備計画に定められる間伐の間隔により算出

される面積以上が計画されていること。 

   （算出方法はⅥに記載） 

  ② 市町村森林整備計画において、「公益的機能別施業森林」のうち、施業方法が、複層

林施業を推進すべき森林、択伐による複層林施業を推進すべき森林に区分されている

単層林にあっては、収量比数（Ｒｙ）が 0.85 以上の場合、収量比数（Ｒｙ）が 0.75 以下と

なるよう間伐が計画されていること。 

 

(3) 主伐 

  ① 市町村森林整備計画において、「択伐複層林施業森林」及び「特定広葉樹施業森林」

以外の森林にあっては、伐採を計画している材積が、カメラルタキセ式で補正して得られ

る材積以下であること。 

   （算出方法はⅦに記載） 

  ② 市町村森林整備計画において、「複層林施業を推進すべき森林」にあっては、伐採率

及び伐採後の立木材積が基準の範囲内であること。 

     上記のほか、「森林経営計画運営要領」において伐区の形状が定められています。 
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2．施業別実施基準一覧表 

 

公益的機能別施業森林区域

外 

公益的機能別施業森林区域 

水源涵養機能維持増進森林 山地災害防止・土壌保全、快適環境形成、保健文化機能維持増進森林 
                 
保健文化機能維持増進森林に

限る 

伐期の延長を推進すべき森林 長伐期施業を推進すべき森林 複層林施業を推進すべき森林 

               
特定広葉樹育成施業を推進す

べき森林 
択伐による複層林施業を推進す

べき森林           

植  栽 
主伐の実施後５年を経過しても更新が図られていない場合、一部又は全部を植栽 

【植栽によらなければ適確な更新が困難な森林（人工林）→標準的な植栽本数を２年以内に植栽】 

間  伐 

※おおむね５年後に樹冠疎密度が 10

分の8以上に回復することが見込まれ

る森林のおいて行う立木材積の 35％

以内の伐採 

市町村森林整備計画に定められた間伐の間隔に従った間伐 

標準伐期齢未満：15年に 1回 

標準伐期齢以上：25年に 1回 

【単層林である場合】 

Ry が 0.85 以上の森林について、Ry が 0.75 以下となるよう間伐 
                

主   

伐 

伐採林齢 標準伐期齢以上 標準伐期齢＋10以上 

標準伐期齢のおおむね 2 倍以
上に相当する林齢として市町村

森林整備計画において定められ
た林齢以上 

標準伐期齢以上  

伐採の方法 

 【皆伐を行う場合】 

伐採跡地の面積が連続して 20ha を超えないこと 

伐採率30％以下の択伐 

【伐採後の造林を人工植栽によ
る場合】 

伐採率40％以下の択伐 

 

【運用】市町村長が地形・地質等を勘案して伐採面積を縮小する「伐採面積の規模の縮小を行うべき森林」
にあっては、市町村長が 10ha を下限として定める面積を超えないこと 

【伐採後の造林を人工植栽による場合又は市町村森林整備計画に定めるぼう芽更新が可能な場合の方

法以外の方法による場合】  伐採率70％以下の伐採 
伐採率70％以下の伐採 

伐採立木材積 

伐採材積が年間成長量（カメラルタキセ式補正）に相当する材積に５を乗じて得た材積以下  【特定広葉樹】 

標準伐期齢における立木材積が
確保されていること 
【それ以外の一般樹種】 

年間成長量に 5 を乗じて得た材
積を、特定広葉樹が標準伐期齢
に達した時の立木材積の 1/2 を

超える立木材積で補正した材積
以上 

【木材生産機能維持増進森林の場合】 

伐採材積が年間成長量（カメラルタキセ式補正）に相当する材積に５を乗じて得た材積の 100 分の 120
以下 

標準伐期齢における立木材積に
10分の5を乗じて得た材積以上

の立木材積が確保されること 

標準伐期齢における立木材積に
10分の7を乗じて得た材積以上

の立木材積が確保されること 

立木材積：下層木を除いて Ry0.75以上 

伐採材積：Ry0.65以下となるよう伐採 
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３．複層林施業を推進すべき森林における伐区の形状 

市町村森林整備計画において定められている公益的機能別施業森林の施業方法のうち、

「複層林施業を推進すべき森林」における伐区の形状は、森林経営計画制度運営要領にお

いて定められています。 

 

(1) 複層林施業森林（択伐複層林を除く） 

  ① 伐採区域の立木をおおむね均等な割合で単木を選定し、又は 40ｍ未満の幅の帯状

に選定してする伐採。 

  ② 樹群を単位とし、当該伐採によって生ずる無立木地の面積が１ha 未満である伐採。 

 

(2) 択伐複層林 

  ① 伐採区域の立木をおおむね均等な割合で単木を選定し、又は１0ｍ未満の幅の帯状

に選定してする伐採。 

  ② 樹群を単位とし、当該伐採によって生ずる無立木地の面積が 0.05ha 未満である伐

採。 

 

 

 

 

 

 

 

帯状伐採

 伐採する帯の幅：40ｍ未満  伐採する帯の幅：10ｍ未満

 伐区面積：1ha未満  伐区面積：0.05ha未満

保残帯の幅 20ｍ以上（ただし、伐採率・維持材積に応じて適切に設定）

複層林施業を推進すべき森林 択伐による複層林施業を推進すべき森林

群状伐採
1ha 1ha

0.05

ha

0.05

ha

0.05

ha

20m
以上

20m
以上

20m
以上

20m
以上

20m
以上

20m
以上

20m
以上

20m以上

20m
以上

20m
以上

20m
以上

20m以上
20m以上

20m以上

20m
以上

20m
以上

約113m
約25m

40m
未満

40m
未満

20m
以上

20m
以上

10
m

未

満

20m
以上

10
m

未

満

10
m

未

満

10
m

未

満


